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平成２７年度工事監査報告書 

 

 

１ 監査執行者 

  守谷市監査委員  田 向 節 三 

  守谷市監査委員  伯耆田 富 夫 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づく工事監査 

 

３ 監査の実施日 

  平成２７年１１月１７日～平成２７年１２月２５日 

  （工事担当課及び現地調査日  平成２７年１１月１８日） 

 

４ 監査対象工事 

  守谷市立黒内小学校校舎増築・改修工事 

 

５ 工事概要 

 （１）工事件名  守谷市立黒内小学校校舎増築・改修工事 

 （２）工事場所  守谷市百合ヶ丘地内（黒内小学校内） 

 （３）工事内容 

   ア 既存校舎 

    ・ 建築面積  ２，１２１．７５㎡ 

    ・ 延床面積  ３，４９６．１２㎡ 

    ・ 構 造 等  ＲＣ造，地上３階建 

 （４） 増築校舎 

    ・ 建築面積    ７９０．８１㎡ 

    ・ 延床面積  １，９８３．６１㎡ 

    ・ 構 造 等  ＲＣ造，地上３階建 

 （５） 付属建物 

    ・ 屋外便所，倉庫（木造）     ４９．８６㎡ 

    ・ 渡り廊下（既成品）       ６４．８７㎡ 

    ・ 自転車置場（既成品）      １０．０３㎡ 

    ・ 消火水槽（鋼板製）       １４．７６㎡ 

    ・ プロパン置場（既成品）      １．６２㎡ 

（※ 面積については，建築確認申請書等の関係から，一部技術調査報告書と差異あり。） 
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 （６） 工  期  平成２６年９月２０日～平成２８年２月２９日 

 （７） 請 負 額  ６０８，５８０，０００円（税込） 

 （８） 契 約 日  平成２６年８月５日仮契約 

           平成２６年９月１９日議決 

 （９） 請負業者  松丸工業株式会社 

 （10） 工事進捗率  ７８．６％（平成２７年１０月末現在） 

 

６ 設 計 

 （１） 契 約 名  黒内小学校校舎増築工事提案型実施設計委託業務 

 （２） 契約金額  １６，００５，０００円（税込，変更含む） 

 （３） 委託期間  平成２５年７月５日～平成２６年６月１３日 

 （４） 委託業者  綜企画株式会社 

 

７ 監査の方法 

  工事の執行が，適正かつ合理的，効果的に行われているかどうかに重点を置き，

あらかじめ提出を求めた資料・関係書類の調査検討を加えるとともに，本監査は，

技術的観点からの監査を主眼としているため，特定非営利法人「地域と行政を支

える技術フォーラム」に工事の技術調査を委託した。 

  専門技術士は，監査事務局から事前に送付した建設工事関係書類の調査を行っ

たのち，関係職員の説明を聴取し，現地を検証して監査を実施した。 

 

８ 監査の結果 

  本件は，守谷市立黒内小学校における校舎の増築工事と既存校舎の改修工事で

ある。 

  対象工事に係る予算の執行及び事務の処理状況は，おおむね適正かつ効率的に

執行されているものと認められた。 

  また，特定非営利法人「地域と行政を支える技術フォーラム」からの工事監査

に伴う技術調査報告書は別添のとおり，総括的におおむね良好と報告された。ま

た，今回の監査においては，現在全国で問題となっている「基礎杭」についても

調査し，問題のないことを確認した。 

  しかしながら，専門技術士から指摘・課題とされた点については，今後，適切

な対応を講じるよう望むものである。 
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                          登録 No.２４４４６ 
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まえがき 

 本工事調査報告書は，守谷市との契約に基づき，標記工事に対して技術的側

面についての調査及びヒアリングを行い，その適否，あるいは問題点の把握・

分析を行い，改善案（助言，勧告）を提示し，工事監査参考資料として作成し

提出するものである。 

 

第１章 調査概要 

 

１. 調査目的 

本報告書は，専門技術者の立場から主として，当該工事に係る計画，設計，

積算，契約，工事監理，検査，施工管理等に関する事項に対して調査を実施し，

これらの諸事項に係る妥当性，公正性，適正性，経済性，公平性の確認と必要

な助言，勧告を行うことを目的としたものである。 

 

２. 工事概要 

 工事件名 守谷市立黒内小学校校舎増築・改修工事 

 工事場所 守谷市百合ヶ丘二丁目２３４９番地 

 発 注 者 守谷市 

 主 管 課 教育委員会 学校教育課 

 設  計 株式会社 綜企画設計 

 監  理 同上 

 敷地面積 ２３，９６１．５８㎡ 

 建築面積 ９４５．４０㎡(対象部) 

 延床面積 ２，１３２．３６㎡(対象部) 

(参考)増築後校舎面積 ５,６２８．６３㎡ 

 構  造 鉄筋コンクリート構造，３階建て 

  施設内容 ①校舎増築工事：普通教室（１２教室)，昇降口(玄関)，渡り廊下， 

       空調設備，受水槽，受変電設備，エレベーター２基 

      ②トイレ改修工事：既存６箇所(児童５，教職員１)改修，多目的

トイレ増築 

      ③既存校舎改築：職員室，会議室，更衣室，昇降口(玄関)，外壁

塗装，屋上防水，給食配膳室ほか， 

  工  期 平成２６年９月２０日～平成２８年２月２９日 

 契約金額(税込)・契約者 

  設計業務委託  １４，３８５，０００円(税込) 株式会社綜企画設計 

  監理業務委託  １３，７１６，０００円(税込) 株式会社綜企画設計 
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  建築本体工事  ６０８，５８０，０００円(税込) 松丸工業株式会社 

 

３. 実地調査実施日 

  平成２７年１１月１８日(水） 

 

４. 実地調査場所 

   守谷市役所第９会議室及び工事現場 

 

５. 出席者 

監査委員                 田 向 節 三 

  監査委員               伯耆田 富 夫 

     

    総務部財政課施設設計・検査室  

    係長                小 林 繁 美 

         

教育委員会 

    教育部次長兼学校教育課長       山 崎 浩 行 

    施設管理グループ係長         藤 原 義 訓 

    同 係長               野 口 晃 裕 

    同 主事               笠 木 隆 裕 

 

    総務部総務課総務グループ主任     染 谷   隆 

   

    株式会社綜企画設計 監理技術者    佐 藤 博 文 

     同        意匠       加 藤   直 

  

    松丸工業株式会社 

 現場代理人及び監理技術者      石 塚 啓 三 

 

   担当技術士               原 田 敬 美 

   技術士(陪席)             澤 田 雅 之 

 

６. 日程 

  平成２７年１１月１８日(水） 

     ９時３０分 工事概要説明，書類審査，質疑 

    １１時４５分 終了 
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    １３時３０分 現地調査 

    １５時２０分 調査終了，講評 

    １５時５５分 講評終了 

       

７. 調査方法 

  調査は，仕様書に基づき実施したものであり，その概要，手順は以下のと

おりである。 

① 担当課による工事経過，概要の説明 

② 特記仕様書の調査 

 ③ 設計図面の調査 

④ 積算書の調査 

⑤ 契約関係書類の調査 

⑥ 検査関係書類の調査 

⑦ 施工管理状況の調査 

⑧ その他 

  以上の事項について，担当課及び関係各位からのヒアリング，質疑応答，

書類を基に調査を行ったものである。 
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２章 調査業務内容 

 

１. 計画 

(上位計画の位置づけ) 

本事業は，第二次守谷市総合計画(平成２４年度～平成３３年度）の第３編 

基本計画３－１学校教育の充実（６４ページ）の現状と課題で「人口増加に伴

う，学校間の児童生徒数の不均衡の解消と，児童生徒が急増している学校の教

室確保が課題となっている」と現在の課題が記述され，改善のための施策とし

て基本事業の「６安全・安心な教育環境の整備」，取組として「児童生徒が，安

心して学べる環境を整備します。」と記載されている。その内容を踏まえ本事業

は実施計画で位置づけられた。 

本事業は守谷市の上位計画に基づき具体化されたもので適切である。 

(本事業の必要性） 

 黒内小学校区内の松並土地区画整理事業地区内で９００戸住宅開発があり，

５，０００人の人口増が予想され，それに伴い児童の増加による教室不足が見

込まれる。 

 平成２７年は，児童数５６１人，学級数１７であるが，推定児童生徒数及び

予定学級数算出表に基づくと，平成３２年には児童数１，１０３人，学級数 

３２となり，児童数で５４２人，学級数で１５学級の増加が見込まれることか

ら，校舎の増築・改修の必要性が生じ，急きょ増築する結果に至った。 

また，昭和５４年建築の既存校舎は建築後３５年以上が経過し，耐震補強工

事は行われているものの，外装の老朽化による改修や，市の新たな方針である

トイレ改修の必要性も生じており，四半期ごとに見直される守谷市の重点事業

として位置づけられた。 

(発注内容の設計条件と作業体制) 

 学校教育課内部で発注内容と設計条件の打合わせを重ね，課内職員の一級建

築士がその内容と設計条件を実施設計業務委託特記仕様書に盛り込んだ。 

(発注内容) 

 児童数の増加による教室不足が見込まれることから，既存敷地にあったプー

ルを解体し，その跡地に鉄筋コンクリート３階建て，普通教室１２教室を建設

可能と判断し，昇降口１か所，エレベーター２基等の施設も新たに計画した。 

また，児童増加に伴う教職員数も考慮し，職員室の拡大，校長室の移動，靴

箱を増やすため昇降口の拡大も計画した。 

外壁，屋上防水は改修とし，また，トイレを和式から洋式，湿式から乾式へ

変更し，トイレ環境の改善を図ることとした。 
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((((まとめまとめまとめまとめ))))    

事業は上位計画に基づき実施され，計画内容の策定手順，策定内容は適切で

ある。また，推定児童数による予定学級数は１５教室となっているが，推計誤

差を勘案し１２学級の増築としたことも評価できる。 

 

２. 契約 

(設計事務所選定方法) 

設計事務の業者選定方法は指名競争入札である。設計の特殊性から一級構造

建築士，一級設備建築士が在籍する建築設計事務所５社を指名した。予定額は

３０，６２３，２５０円(税込)，契約額は１４，３８５，０００円(税込)であ

る。 

監理事務の業者選定方法は指名競争入札である。監理業務の特殊性から一級

構造建築士，一級設備建築士が在籍する建築設計事務所５社を指名した。なお，

監理担当者は，一級建築士の経験年数２０年以上という条件を付した。 

(建設会社選定方法) 

建築工事の事業者選定方法は一般競争入札(電子入札)である。茨城県土浦土

木事務所，龍ケ崎工事事務所，常総工事事務所管内に本店を有することなどの

条件を付し，予定価格を公表した。４社応募があり，電子入札当日，２社から

辞退があった。 

守谷市の規則で１億５０００万円以上の契約額の場合，議会の議決が必要で，

平成２６年９月に仮契約し，９月１９日の議決を持って本契約とした。工期は

契約の翌日から平成２８年２月２９日まで。予定価格は６０９,９８４,０００

円(税込)，契約額は６０８，５８０，０００円(税込)である。 

 

((((まとめまとめまとめまとめ))))    

業者の選定方法は適切である。今後，建築設計事務所選定についてプロポー

ザル方式，総合評価方式，また，建設会社の選定について総合評価方式等多様

な方法も検討されたい。 

 

３. 実施設計 

建築設計図書は全体として積算，施工に必要十分な内容が描かれている。 

特記すべき点は以下の通りである。 

（１）図面０１４ 矩形図について，壁面の断熱材が不明である。北側に断熱

材が設計されている。図面Ａ０５０で断熱材施工範囲の総括図があり，こ

れで理解できるとのことで了解した。 

ピット（Y3－Y4）のタラップが６段描かれているがＡ００７ピット図のＹ
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３－Ｙ４はステンレスタラップ４段と記述されており不整合である。 

（２）図面Ａ０３８ 共通詳細図の巾木の，材，厚さ不明である。杉，２０㎜

との回答で了解した。 

（３）図面Ａ０４６ エレベーター詳細図の注意事項に無関係な文言がある。

エレベーターメーカーの仕様を引用しているとのことであるが，削除すべ

きである。図面Ａ０４８エレベーター詳細図（３）も同様である。  

（４）図面Ａ１１８ 改築後平面詳細図の職員室の総合盤の地震時転倒防止対

策について，引き抜き力，せん断力を計算し，床にＭ１０の金属アンカー

を１２本打ってボルトで緊結し，壁は軽量鉄骨壁なのでパットハンガーを

使用し６本のボルトで緊結することとした。地震時転倒防止計算書で算出

した本数より多い。 

構造特記仕様書の延床面積が建築図面で記載の数値と不整合である。修

正されたい。 

（５）図面Ｓ００６ ボーリングの位置図，ボーリング柱状図に基づく杭長さ

の決め方について，各棟とも摩擦力と先端支持力で必要支持力(平均 N 値)

を確保できるように支持層への埋め込み深さを決定した。 

なお，図面の杭長さは実際と異なり，誤記である。訂正されたい。実際

はＧＬより１３．８ｍで支持層に達しており，杭天端までＧＬ－１．８ｍ

で杭長さ１２ｍである。 

（６）図面Ｓ００８ 校舎基礎伏図で工法選定の根拠について，杭長さを決定

した結果より杭工法比較表を作成し，３種類の工法を比較検討した。低振

動，低騒音，工期，経済性等の比較分析し，中でも優れているプレボーリ

ング拡大根固め工法Ｈｙｐｅｒ－ＭＥＧＡを採用した。 

（７）図面Ｓ０１５(軸組図)と図面Ｓ００９（１回は白壁と個付図）の整合性

について，Ｓ０１５のＸ５通り軸組図のＹ３～Ｙ４の階段開口が梁下まで

の開口で，階段室への開口がない。また，２，３階の階段室との間に仕切

壁がない。Ｓ００９のＸ６通りのＹ３～Ｙ４の開口は壁である。したがっ

てＳ０１５とＳ００９の不整合性は見直す必要がある。 

（８）図面Ｓ０１７ 部材リスト（２）地中梁リストの記号について，同じ断

面形状，配筋であるが部材番号が異なる。これは，Ｇ７までがＸ通り，Ｇ

１１からＹ通りで分けて記号を記載したとの説明で了解した。 

(省エネルギー法の対応) 

５，０００㎡未満の非住宅建築物を対象とした簡易な評価方法で算出すると，

建物に開口部があるところにバルコニーや庇を設け，外壁に断熱補強として現

場発泡ウレタンフォーム厚さ２５㎜水付けて省エネルギー対策を行っている。

その結果外皮性能の評価結果は建物全体の省エネルギー性能を示す指標は０．
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６６ＢＰＩｍで，１．０ＢＰＩｍより少ないので省エネ基準の評価結果を達成

している。 

(ユニバーサルデザインの対応) 

スロープを設け段差を解消し，車いす等に対応した。また，エレベーターを既

存校舎側及び増築校舎に 1 基ずつ設置し，上下移動を円滑にした。多目的便所

を既存校舎側及び増築校舎にそれぞれ設け，どちらの校舎にいても移動距離が

少なくて済むようにした。 

 

((((まとめまとめまとめまとめ))))    

 実施設計図書は積算，施工をするのに十分な内容が描かれている。ただし，

文中に記述したように一部に誤記がある。 

 

４. 積算  

(積算の方法) 

単価は，茨城県建築標準単価表，建設コスト情報及び建築施工単価，公共建

築工事標準単価積算基準等による代価表，メーカー及び業者の３社見積書の順

位で単価を決めた。 

(積算の方法) 

 積算にあたり，設計事務所が守谷市の承認を得た図面で積算を行い，金入れ

をし，提出された設計書を守谷市でチェックし，訂正後，守谷市財政課施設設

計・検査室で最終チェックをする。単価資料は財政課で保管している。 

（１）４ページ土工事の数量根拠について，根切り量１，２４４㎥，埋戻し量 

７６３．３８㎥，盛土量１５６㎥，残土処分量３２４．０㎥で整合性が取

れている。 

（２）５ページ地業工事，杭の積算根拠は３社見積の中から安い見積額を採用 

した。構造図Ｓ００８に基づき既成杭６００φ，既成杭５００φの数量と

施工費を算出した。杭頭補強の数量は杭の数量に基づく。その単価は各杭

の体積を算出し，本数を掛け算出した。その単価は刊行物を採用している。 

（３）８ページの鉄筋数量の根拠について，異形鉄筋ＳＤ２９５Ａ Ｄ１０は 

５２．１ｔ(校舎棟 38.27ｔ，昇降口棟 13.80ｔ)，異形鉄筋ＳＤ２９５ＡＤ

１３は１１５．０ｔ(校舎棟 87.83t，昇降口棟 26.83t)，Ｄ16 は６．３ｔ（校

舎棟 2.65t，昇降口棟 3.60t），Ｄ１９は２１．７ｔ(校舎棟 14.50t，昇降口

棟 7.22t)，Ｄ２２は１８．５ｔ(校舎棟 1.71t，昇降口棟 16.83t)，Ｄ２５

は６３．６ｔ(校舎棟 63.60t，昇降口棟 0.00t)，それぞれの計算根拠を確

認した。 

（４）１０ページのコンクリート数量の根拠について，ＦＣ１８ Ｓ１５， 
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３６．２㎥(校舎棟 1.16 ㎥，昇降口棟 35.04 ㎥)，ＦＣ２４ Ｓ１５， 

１０４．０㎥，ＦＣ２４ Ｓ１８，２６６．０㎥(1 階立上 141.41 ㎥，2階

立上 70.99 ㎥，3 階立上 53.86 ㎥)，ＦＣ２７ Ｓ１５， ４２４．０㎥(基

礎 370.06 ㎥，土間スラブ 53.71 ㎥)，ＦＣ２７ Ｓ１８，９６３．０㎥ 

(1 階立上 317.93 ㎥，2 階立上 306.84 ㎥，3 階立上 305.81 ㎥，3 階立上 PH(ペ

ントハウス)立上 32.91 ㎥)で，それぞれの計算根拠を確認した。 

（５）２６ページ 金属工事，ピットタラップ数量は２４か所と記載されてい

る。図面Ａ００７ピット平面図によると数量は１５か所であり，不整合で

ある。実際は図面の誤記で，増築棟男女便所６×２＝１２か所，渡り廊下

棟多目的便所６×１＝６か所，渡り廊下棟渡り廊下６×１＝６か所，合計 

２４か所で，積算書の数値が正しい。 

（６）４便所改修の４－５発生材処理の根拠は，発生材運搬，処分-コンクリー

ト５．５㎥，コンクリートブロック８．０㎥，モルタル１１．３㎥，陶磁

器類４．６㎥，石類０．１㎥，木屑５．５㎥，内装材０．８㎥，アスベス

ト成型板０．１㎥，鉄屑０．８㎥の計算根拠を確認した。 

 

((((まとめまとめまとめまとめ))))    

積算の方法，内容は適切である。 

 

５. 検査 

(基本姿勢) 

特記仕様書に記載されている国土交通省官庁営繕部監修「公共工事標準工事

仕様書」に基づき検査を行っている。 

(実施状況） 

工場検査について，施工図承認後，製品が仕上げ工程に入る前に行った。検

査はあらかじめ，日時，出席者，方法等を詳細に協議の上決定し，検査には施

工担当者，メーカー担当者が必ず立会う。また，検査に必要な機器，測定器，

図面，見本品などを検査場に用意する方法である。 

施工検査について，検査項目リストを工程と共に提出し，承諾を受けてから

行う。検査の前には，工事検査(自主検査)の報告書を提出する方法である。 

本工事実施検査対象について，倉庫，トイレ改修，既存部分の改修で，対象

項目は，杭材料，試験杭，鉄筋材料，各所配筋，鉄筋圧縮検査，コンクリート

試験練，コンクリート打設時各種検査（１週・４週強度，スランプ値，塩分，

空気量)，コンクリート打ち放し面状況，クラックの良否及び豆板の有無確認，

各種材料，各種工事施工終了時検査などである。 
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(検査指摘事項) 

 検査での指摘事項の具体例は，「コンクリート打放し面はファンデーションで

表面の調整を行うように指摘した。」「コンクリート打放し面の豆板がある部分

の面を指摘し，豆板を摘出し補修方法を指示した。」「改修工事で図面と現場が

上手く納まらないところを指摘した。」等である。 

 

((((まとめまとめまとめまとめ))))    

 検査は守谷市の基準に基づき実施されており検査は適切である。 

 

６. 監理 

(監理体制) 

監理の体制は，意匠，構造，電気設備及び機械設備の部門別担当を選任し，

それらを監理技術者がまとめて工事監理を行っている。 

(監理の方法) 

監理の方法は， 

① 対象工事の契約書，工事現場の条件及び設計図書の内容理解 

② 施工者より提出された工事書類(計画書，施工図等)の設計図書との照合，

確認，報告 

③ 設計図書に定められた品質管理試験の確認と報告 

④ 使用材料の設計図書との照合，確認，報告 

⑤ 施工体制表の点検及び報告 

⑥ 出来高調書の確認及び検査立会 

⑦ 設計図書と見積書の照合，確認，報告 

⑧ 現場での週例，月例に参加し建築，設備，その他の調整を図る 

等である。 

(施工図承認の流れ) 

施工図は施工の遅くとも２週間前に提出することになっている。流れは施工

者から施工図が監理者に渡り，チェック，その後施工者修正，監理者確認，発

注者，発注者確認後施工者に戻るという内容である。 

(設計変更) 

設計変更は工事連絡書にて行い，発注者，監理者の承諾を行う方法である。

本工事においては，仮設の鉄板敷きで工事車両が通るところを想定していたが，

プールを解体した後，地盤状態が悪く，鉄板敷きを増やした。また，誘導員を

必要な日だけにした。 

(監理業務議事録) 

毎月，監理事務所が工事監理業務報告書(月報)を作成し，提出している。 
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((((まとめまとめまとめまとめ))))    

 監理業務は適切である。 

 

７. 施工 

(進捗状況) 

進捗率は平成２７年１０月３１日現在で７８．６％，予定工程は７８％で工

程通りの進捗である。工事終了後，工程通り進捗した要因を分析し，今後の工

事現場管理に活かされたい。 

(施工体制台帳) 

元請業者と一次下請け業者が契約後，施工体制台帳を提出している。調査日

段階で一次下請け１８社，その他含め３６社，市内業者１社である。 

(現場代理人及び作業員の資格証明書) 

現場代理人の必要な資格証明書を確認した。また，これまでの工程に従事し

たとび，仮設，鉄筋，コンクリート圧送，型枠，木工，防水などの技能士の証

明書を確認した。 

(安全体制) 

現場代理人が責任者となり関連業者と安全衛生協議会を組織し，定期的に会

議を開催し，作業段取りの調整，使用機器等の配置，移動等に関する協議を行

い，安全の確保を図っている。緊急時に備え，緊急連絡表が事務所内に掲示さ

れている。 

(各月の安全目標，安全点検活動) 

工事に先立ち安全工程表を作成し，これに基づき工事全体及び工程毎の安

全・衛生管理を行っている。 

基本は学校の工事現場であり，第三者災害ゼロを目指している。 

具体的には誘導員の適正配置，ゲート前のガードマン配置，重機接触災害ゼ

ロのための合図の徹底，足場などからの墜落・転落防止災害ゼロのための安全

帯使用の徹底等があげられ，現在のところ災害はない。 

(安全衛生管理) 

毎日安全衛生日誌を作成し，現場で保管し，完成後は成果品の一部として納

品することになっている。 

新規入場者に対し，現場でのルールについて資料を基に周知徹底させ，新規

入場者カードに記入させている。工事完了後は成果品として納品される。 

(近隣対応) 

近隣住民に対し，守谷市役所職員及び請負業者が工事着工の案内文書を，区

長を通して回覧，工事現場に隣接する家屋には直接投函した。現在のところ住

民からのクレームはない。 
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(交通安全) 

常時交通誘導員を配置し，工事用車両の誘導に努めている。なお，工事車両

は原則，児童の登校時間に配慮し，午前７時３０分迄に現場へ入場することと

している。また，下校時も同様に配慮している。 

(ベンチマーク) 

当初，図面Ａ００３配置図にベンチマークが敷地への通路に記載されていた

が安定した箇所ということで既存校舎の床高を基準にしたいとの要請で変更し

た。 

(諸手続き) 

建築確認済証を確認した。中間検査の合格証が平成２７年６月２日発行され

た。労働基準監督署には平成２６年１０月１７日常総労働基準監督署に適用事

業報告，特定元方事業者の事業開始報告書が提出された。 

(施工要領書) 

 全ての工種において施工要領書が作成されている。 

(各種検査記録) 

 杭打設について，杭芯通り打設されている。杭の垂直性はトランシットで 

２方向から確認し，打設，垂直性を確保した。杭頭のレベルは－１，８００で

打設された。一部工事写真で確認した。 

 コンクリート打設について，校舎棟，２基礎は２７Ｎ/ｍｍ２，呼び強度３０

Ｎ/ｍｍ２，スランプ１５㎝に対し，平成２７年４月１０日の４週強度の成績は

４７．２Ｎ/ｍｍ２，４３．７Ｎ/ｍｍ２，４３．９Ｎ/ｍｍ２で平均４４．９Ｎ

/ｍｍ２で合格である。 

スランプ値も許容範囲で合格である。 

１階から２階のスラブは２７Ｎ/ｍｍ２，呼び強度３０Ｎ/ｍｍ，スランプ値

１８㎝に対し成績は４２．８Ｎ/ｍｍ２，３９．６Ｎ/ｍｍ２，３５．５/ｍｍ２

で平均３９．３Ｎ/ｍｍ２で合格である。 

スランプ値は許容範囲内である。 

校舎等３階から屋上スラブは２７Ｎ/ｍｍ２，呼び強度３０Ｎ/ｍｍ２，スラ

ンプ値１８㎝に対し成績は４３．２Ｎ/ｍｍ２，４２．８Ｎ/ｍｍ２，４２．４

Ｎ/ｍｍ２で平均４２．８Ｎ/ｍｍ２で合格である。 

スランプ値は許容範囲内である。 

 配筋について，１回１Ｃ３，２回Ｇ１１，２回Ｓ１の配筋状態の写真を構造

図と照合し，設計図とおりであることを確認した。 

 杭打設，コンクリート打設，配筋は構造設計図とおりであり適切である。 

(納品検査) 

 コンクリートの納品検査について，校舎棟部分で積算書に基づき１回３１７．
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９３㎥，２回３０６．４８㎥，３回３０５．８１㎥で，納品量は１回３２０㎥，

２回３０１㎥，３回３００．５㎥で概ね積算書通りである。 

 鉄筋の納品検査について，異形鉄筋Ｄ１０は校舎棟３８．２７ｔ，昇降口棟

１３．８ｔなど納品量合計は５５．９１ｔで，積算量は５２．１ｔである。 

Ｄ１３は校舎等８７．８３ｔ，昇降口等 ２６．８３ｔで納品量合計は１１

４．６６ｔで，積算量は１１５．０t である。 

Ｄ２５は校舎等で納品量は６３．６０ｔで，積算量は６３．０ｔである。 

 概ね積算書のとおりである。 

 コンクリート，鉄筋の納品量は積算書のとおりであり，適切である。 

(建設副産物) 

 建設副産物が適切に処理されている証拠のマニフェスト書類を確認した。建

設副産物処理は適切である。 

(作業環境) 

 現場は整理整頓され，作業員休憩所の状態も適切である。 

 

((((まとめまとめまとめまとめ))))    

 進捗，諸手続き，安全対策，各種施工成績，近隣対策は適切である。 
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第３章 総合評価 

 

今回の調査で特に指摘すべき事項はない。気が付いた点，今後の課題として

以下の点に配慮し，工事を進められたい。 

 

（１）本事業は守谷市の上位計画に基づき実施された。既存建物の老朽化，児

童数の急増に対応するためのもので計画内容の策定手順，策定内容は適切

である。 

（２）契約事務は適切である。今後設計事務所の選定にプロポーザル方式，総

合評価方式，建設会社の選定に総合評価方式など多様な方法も検討された

い。 

（３）実施設計図書は積算，施工をするのに十分な内容である。しかし，一部

に誤記があり，今後気を付けられたい。 

（４）積算は適切である。 

（５）検査は守谷市の基準に基づき実施され，適切である。 

（６）監理は業務計画書に基づき実施され，適切である。 

（７）施工は進捗，諸手続き，安全対策，近隣対策，各種施工成績等は適切で 

ある。進捗が工程どおりであることの要因を分析し，今後の工事に活かさ

れたい。 

 

 

むすび 

 おわりに，今回の調査はサンプリング調査により実施したもので，調査範囲

から得られた結果についての判断を示した。大切な公金が市民のために適切か

つ効果的に使用されるよう，今後も適切な監査活動の継続を要望したい。 

 

 


